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ベトナムの通史の起点について

� 嶋　尾　　　稔

はじめに

　本稿の目的は、ベトナムにおける神話・伝説と歴史を接合した通史的歴史

叙述について東アジア的視野のなかで検討することである。その際、中国の

『資治通鑑』系の歴史書の影響について注目する。ここで『資治通鑑』系の

影響として考えるのは、『資治通鑑』（1084）（以下『通鑑』）そのものという

より、それを拡張して神話・伝説時代まで含みこんだ包括的通史形態とその

通俗的な縮約本、及び朱熹の『資治通鑑綱目』（南宋）（以下『綱目』）とそ

の拡張形態である。

　『通鑑』にせよ、『綱目』にせよ、統治に関する教訓（善政・悪政）を学ぶ

ための歴史書である。『通鑑』は十分古い時代から比較的近い時代までの出

来事を順に記述した編年体の通史であり、その間に多くの司馬光の論賛が挟

み込まれている。福島正によれば「礼と人情」が政治道徳的判断の主眼であ

る［福島 2016:18-19］。『綱目』も通時的な歴史記述であるが、重要な出来事

を綱として簡潔に示した後に、それにまつわる詳細を目としてしめす。統治

者の正統の基準とその評価に適合する記述の仕方が「凡例」に細かく規定さ

れている。

　前近代中国の通史の起点には、盤古、庖犧（伏羲）、堯舜、春秋の四つの

選択肢があったが、『通鑑』や『綱目』は『春秋』を継承するものとして記

述されている。司馬光の助手であった劉恕は『資治通鑑外紀』を編んだが、
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それは庖犧から始まるものであったi。儒教的合理主義は盤古神話を承認する

ことはなかったが、伝説的なものを全く排除したわけではなくii、『書経』は

堯舜の伝承を出発点としている［竹内 2000:9-14］。これを踏まえて南宋末元

初の金履祥は春秋以前の編年史を堯舜まで遡らせた『資治通鑑前編』を作成

した。明代の南軒『資治通鑑綱目前編』（序1595年）は八卦・文字の創始者

とされる伏羲に始まる。1630年に刊行された陳仁釈評閲の『資治通鑑綱目』

は、この『綱目前編』と商輅『続資治通鑑綱目』を合わせた包括的通史形態

を取っているiii。さらに包括的通史形態を取った通俗的な書物として『歴史綱

鑑補』や『資治通鑑節要（少微通鑑節要）』などが刊行された［嶋尾 2017: 

285-286；中砂 2012：第4章・第5章；許 2016:37］。これらの通俗通史は盤

古を起点としている。さらに清代の『御批歴代通鑑輯覧』は、伏羲から明末

までを扱っている。

　『資治通鑑』のスタイルを十分古い時代からから比較的近い時代までの編

年史に論賛を付したものと考えたとき、『大越史記全書』はその条件にあて

はまる。かつその冒頭に置かれた「纂修大越史記全書凡例」［陳 1984:67-69］

ではベトナムの統治者に対する正統評価の基準が示されており、この点では

『資治通鑑綱目』に倣ったものと見られる。ただし、本文の記述を綱と目に

分けてはいない。同書編纂に当たって『通鑑』『綱目』に倣ったと明記した

個所はないが、テクストの各所にその影響を示唆する痕跡は残っている。第

一章ではそのわずか痕跡を拾って検討していきたい。それに対して『欽定越

史通鑑綱目』はその題に明らかなとおり『資治通鑑綱目』の書法を採用して

編纂されたものである。それは阮朝が満を持して着手完成した国史であり、

19世紀末から20世紀初頭のベトナム史叙述の参照基準となった。このように

通鑑系の歴史書の影響をうけながら変化していったベトナムの通史的歴史叙

述において、通史の起点がどのように考えられたかを検討することにしたい。

１．『大越史記全書』に対する『通鑑』『綱目』の影響と通史の起点

　『大越史記全書』の編纂過程については不明の点も多いが、先行研究［陳 
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1984:1-47］［蓮田 2003］を踏まえて概略を述べれば次のとおりである。まず

陳朝期（1272年）に黎文休が編纂した『大越史記』がベトナムの正史編纂の

嚆矢となるが、同書は現存していない。その後、黎朝期には延寧2年（1455）

にこれに続く部分（1427迄）を潘孚先が編纂したが、これも失われている。

洪徳10年（1479）に呉士連がこの両者を合わせて改訂し再編纂して完成した

のが『大越史記全書』であるが、これも現物は残っていない。その後、これ

に続く期間について記述した歴史書が編纂されたはずであるが、この時期の

史書編纂については確実な資料を欠いている。景治3年（1665）に至って続

きの部分（1662迄）が増補された（景治本）が、一部分が版行されただけで

あった（おそらく版本は残っていない。後述。）。正和18年（1697）に至っ

て、黎僖がさらに続きを増補して徳元2年（1675）までを記述した『大越史

記全書』が編纂され、刊行された（正和本）。正和本については正和年間の

版本（正和原版）と明命9年（1828）に阮朝國士監が復刻した版が残ってい

る。明治17年（1884）には引田利章が日本で正和本の活字版を刊行してい

る。

　正和本刊行以降も景興28年（1767）・同36年（1775）に正史編纂計画が提

起され永治年間（1676－79）以降の増補がなされた。明命2年（1821）成立

の『歴朝憲章類誌』文籍誌が、景興年間に朝臣が撰した永治年間から永佑年

間（1676－1740）までの「国史続編六巻」を載せており、この増補版に相当

するものと考えられているが、この名の本は残っていない。増補部分がいつ

『国史続編』としてまとめられたのかは知られていない。また、この増補部

分の原稿を北部の名族呉家がさらに校正したことが伝えられているが、「国

史続編六巻」がその校正稿なのか否かは徴すべき資料がない。極東学院所蔵

『大越史記続編』（A1210）という写本の上冊が同一時期を記述しているので、

この本と同じものではないかと推測される。さらに西山朝期には黎朝の最後

の時期（1741－89年）の国史が編纂されたと推測される。上記の写本『大越

史記続編』の下冊がその時期を扱っている。このほかにも正和本以降を扱っ

た国史の別の写本が残っている。1984－86年に陳荊和が正和本と『大越史記

続編』を接合した『校合本　大越史記全書』を編纂している。2015年には孫
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暁らがA1210本に加えてパリ・アジア協会蔵HN2198本も底本に加えて編纂

した『標点校勘本　大越史記全書』を刊行している。

　13世紀後半に成立した黎文休『大越史記』は紀元前2世紀ころから13世紀

初頭（李朝末）までの通史であったとの情報が記録されている。さらに正和

本には黎文休の論賛がいくつか残されている。通鑑的な編年史であった可能

性は高い。通史の起点は、南越趙佗であり、神話・伝説の時代は含まれてい

なかったようである。

　正和本には呉士連の論賛も多数残されており、これも通鑑的な編年史の様

相を示している。呉士連の『大越史記全書』の性格を知るための情報として

は、まず正和本に掲載された「凡例」（「纂修大越史記全書凡例」［陳 1984: 

67-69］）が挙げられる。この「凡例」が呉士連の時代のものであることをま

ず確認しておく。この「凡例」は黎朝太祖の国統開始までを問題にしてい

る。かつその最初の条文には、この書が黎文休と潘浮先の『大越史記』に基

づいて改訂増補したものであることが述べられている。この規定では、呉権

が中国からの独立を果たし雄王と南越趙佗の国統を回復したとしているが、

現存している正和本の叙述においては丁部領が国統を再開したことになって

いる。この点については武瓊の叙述に従って変更したと「凡例」に注記がつ

けられている。この注記は景治本か正和本の段階で付されたものであろう。

武瓊は16世紀初頭にもう一つ別の通史を著した人物である。その通史につい

てはすぐ後に検討する。潘浮先に後継し武瓊に先立つものであれば、これは

呉士連のものでまず間違いないiv。

　この正史の編纂に当たって『綱目』の筆法に倣うと明記した個所はない

が、「凡例」中には「朱子綱目」を参照するように促しているところがあり、

また「凡例」の主たる内容が正統論であることからして、この「凡例」が

『綱目』の書法に倣って作られたものであることは間違いない。ただし、叙

述の本文は「綱」と「目」には分けられていない。ベトナムにおいて『綱

目』に倣う歴史書は、呉士連の『大越史記全書』が初めてではなかったよう

である。正和本に掲載された呉士連による序（「大越史記外紀全書序」［陳 

1984:55-56］）では、陳末の胡宗鷟の『越史綱目』と言う本が賞賛されてい
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る。もっとも戦火で失われたというので、呉士連自身が実見したのか、評判

が伝わっていただけなのかは不明である。ただ、その題からして『綱目』に

倣う史書であることが窺われる。その本が呉士連の目標であったという点

も、呉士連と『綱目』の親和性を示唆する。

　呉士連が歴史編纂の方法論として参考にした中国の史書は『綱目』だけで

はなかった。「凡例」には、「涇陽王を大越始封之王と為す」とあり、序には

「其の始祖は神農氏の後より出ず。すなわち天啓の真主なり」と記されてい

る（ただし国統の創始者とは記していない点には注意が必要であろう）。歴

史の起点を歴史上の人物から伝説上の王へ移行させたわけであるが、その作

為を正当化するために劉恕の『資治通鑑外紀』が参考にされている。涇陽

王・貉龍君・雄王十八代と続く伝説時代について述べた鴻厖紀に付された呉

士連の論賛に劉恕の『資治通鑑外紀』への言及がある［陳 1984:97-98］。旧

史に対して外紀を付すというアイディアをこの史書から得たものと思われ

る。正和本も外紀（呉権以前）と本紀（丁部領以降）を区別しているが、呉

士連の外紀の範囲は正和本のそれとは異なっていたようである。序の後に置

かれた呉士連の上表（「擬進大越史記全書表」［陳 1984:57-58］）には、「鴻厖

蜀王外紀を増入し」とあり、黎太祖が明軍を破ったことを叙述した個所に付

された考証には、『全書』のタイムスパンについて南越趙佗から明人支配期

までの期間（1634年）と外紀の期間（2672年。鴻厖紀が2622年、蜀紀が50

年）というふうに記しており［陳 1985:550；1984:100,104］、外紀が南越趙

佗より以前の時代、つまり旧史である『大越史記』の起点より古い時代の区

分であることが知られる。先行する史書の起点より古い時代を外紀として記

述するのは、まさに劉恕の『資治通鑑外紀』のやり方である。陳荊和は正和

本に掲載された呉士連の「擬進大越史記全書表」を根拠として、呉士連の

『大越史記全書』が外紀全書五巻（北属期まで）と本紀九巻（呉権以降）及

黎太祖紀一巻からなると述べている［陳 1984:8］が、正和原版の同表自体

にはそのような記述はなく［Nguyễn 1993:19］、引田本の注に記されている

だけである。おそらく引田利章の誤解を継承してしまったものであろう。

　このように呉士連の設定した外紀を理解することで「凡例」中の外紀に関
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する規定も了解可能になる。外紀の記載は野史に基づいているが、甚だしく

「怪誕」なことは削除して記録しないとしている。また、削除はしないにせ

よ、雄王が十八代続くというのも疑わしいとしている。歴史の起点を伝説に

もとめながら、他方で儒教的合理主義を維持しようとているようである。し

かし、上記の論賛のなかで宇宙の起源については盤古神話を呉士連は容認し

ているようであり、これは劉恕の許容範囲を超えている。

　正和本は呉士連の通史と異なり、中国からの独立と天下統一を完成した丁

部領以降を本紀とするが、その区分はいつ導入されたのか。景治3年（1665）

に范公著が著し正和本が収録している「大越史記続編書」［陳 1984:59-60］

によれば、武瓊が洪順3年（1511）に編纂した『大越通鑑』（別名『越鑑通

考』）が呉権以前を外紀とし、国家を統一した丁部領以降を本紀とした。先

に見た「凡例」において、武瓊が呉権でなく丁部領から国統が再開されたと

いうふうに叙述を変更したと注記されていることと符合している。武瓊の

『大越通鑑』が、『大越史記全書』の基本構成まで変えてしまうほどインパク

トのある本であったことが窺える。洪順6年（1514）には『大越通鑑』のコ

メント付摘要である『大越通鑑総論』（越鑑通考総論）が黎嵩によって作成

され、正和本に掲載されている［陳 1984:83-94］。A.L. Fedorinは、莫朝の歴

史家がこの歴史叙述を継承し『大越史記通鑑続編』という歴史書を編纂し、

その本がそれ以降の『大越史記全書』の編纂に利用されたという新説を出し

ている［Fedorin 2008:145-168］。ここで注目しておきたいのは、「通鑑」の名

を冠した歴史書が16世紀ベトナムで作成され大きな影響力を持ったというこ

とである。そして、これらの新しい通史においても歴史の起点は鴻厖紀のま

まで変更はなかった。

２．縮約版通鑑の影響

　西山朝期の景盛8年（1800）には、四書五経諸史を刊行して天下に頒布せ

よとの詔を受けて北部の名族呉家が『大越史記前編』（慶應義塾大学三田メ

ディアセンター所蔵）を編纂し版行した。鴻厖紀から属明期に関する記述で
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ある。

　この国史には新趣向が盛り込まれていた。冒頭に二つの歴史図表「前編歴

代国統分合図」と「前編歴代帝王伝継図」が置かれている。いずれも鴻厖氏

の涇陽王・貉龍君・雄王が最上部に位置し、通史の起点が一目でわかるよう

になっている。これは縮約版通鑑系の影響を受けたものではないかと思われ

る。『歴史綱鑑補』には、「歴代帝王国統之図」「宋朝伝授之図」「元朝伝授之

図」が載せられている。帝王国統の系譜では盤古は省かれ、天皇・地皇・人

皇が歴史の起点となっている。このほか、『大越史記前編』は開闢後の展開

に関して術数的な議論である元会説と十紀説に触れている。これも『歴史綱

鑑補』に見られるものである。

　そもそも縮約版通鑑がベトナムにいつごろから受容されていたのか。それ

を明確に伝える史料は見当たらないが、18世紀中葉に一般に流布していたこ

とを示唆する記事が『大越史記続編』景興23年（1762）9月条に見られる［陳 

1986:1152］。それによれば、歴史情報を集約するために、「綱目・綱鑑及び

諸儒評論」を収集して「合訂少微旧書」を編纂して天下に頒布しようとした

が、失敗したとある。「綱鑑」や「小微」という書名は縮約版通鑑を容易に

連想させる。 19世紀には中国の縮約版通鑑がベトナムでも版行されている。

『新刊補正少微通鑑節要大全』という本が、少なくとも嗣徳3年（1850）と

嗣徳19年（1866）に刊行されている。ベトナム国家図書館が所蔵しており、

図書館のサイトでデジタル版を見ることができる。

　これらの縮約版通鑑はベトナムの児童向け歴史教育に影響を与えている。

1820年代に作成されたと思しき初学教科書の『初学問津』は北史（中国史）

のアウトラインを学ぶための本として「少微」「綱目」「綱鑑」を挙げている

［嶋尾 2016:203-204］。

３．『欽定越史通鑑綱目』における通史の起点の変更

　黎朝期の『大越史記全書』『大越史記続編』に代わる阮朝の国史『欽定越

史通鑑綱目』が完成したのは建福元年（1884）、阮朝がフランスと保護国条
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約を結んだすぐ後のことである。本章では、編纂が遅れた諸事情を確認した

あと、その新しい通史が歴史叙述の起点をめぐる議論を巻き起こしたことを

見ていきたい。なお、『欽定越史通鑑綱目』の成立過程についてはフィリッ

プ・ラングレーの古典的名著がある［Langlet 1990］。

3.1　阮朝初期における通鑑系への関心
　1801年阮朝成立前夜、西山朝との戦争が大詰めを迎える中の軍旅で後の嘉

隆帝、阮福映が『資治通鑑綱目』を読んでいたことが『大南寔録』に記され

ている。侍書院に「綱目正編前編」を編集・進覧させ、喜んで文臣と議論を

したと伝えられているv。嘉隆13年（1814）春正月には、侍書院に「清乾隆御

批通鑑」を編集・進覧させているvi。

　阮朝においても通鑑系編年史が歴史記述の常識的素養として共有されてい

たことが窺える。特に『御批歴代通鑑輯覧』は、従来からのベトナムの包括

的通史志向と合致するものであろう。

3.2　 「南史」の不在
　二代明命帝は別の方向から国史について考えるようになった。「北史」（中

国史）に対する「南史」（ベトナム史）の構築という問題が困難な課題とし

て浮上してきた。それは何故問題となり、何故困難であったのか。（「南史」

といい、「国史」といい、「越史」というのは、同じものである）。

　17～ 18世紀のベトナムでは黎朝は名目的に存在するのみで、実権は北の

鄭氏政権と南の阮氏政権が握っていた。阮朝は南北を統一し、全国を統治す

る政治システムの構築に腐心した。嘉隆帝期には科挙（郷試）が再開され

た。明命帝期に郷試・会試・殿試の三段階制が整備され王朝の統治の基礎を

なすようになっていた。明命18年（1837）には、寧太道御史阮文達が科挙の

試験問題について、「本国の前言・往行」が消滅しないようにするため「経

伝、及び南史記載諸家文集」viiを専ら正問とし、北史を補足とするように提

案した。科挙教育において「南史」は不在であった。それに対して明命帝

は、「我越前代史記」は直筆していないことが多くその誤りをまず訂正し
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「信史」viiiを明らかにする必要があるので、すぐに試験問題にするのはよろし

くないと答えた。検討を命じられた礼部も同様の見解であったが、問題の焦

点がより明らかに示された。黎朝中興後の鄭氏の専横（とくに鄭松の不道を

挙げる）を直筆して罪を正すことをせず、むしろこれを擁護して咎を黎朝に

帰するような誤りを犯しているので、このようなテクストを出題すれば回答

は困難である。ゆえに「歴代南越史記」を改修して、それを士人に伝達共有

させて初めて「南史」が出題可能となるix。鄭氏政権を正当化する歴史記述に

代わる国史の構築が必要とされていたことが知られる。

　同年冬12月には、「黎季事跡」の資料収集が始められる。徳元年間以前は

正和本（「呉士連・黎僖等史記一書」）があるので一応考証可能である（正和

本を全面否定していない点に留意）が、永治～景興年間（1676－1786）は資

料が足りないとして、民間に家蔵されている関連資料を、漢文資料であれ字

喃資料あれ、端本であれ野卑であれ、かまわず納入させたx。少し遅れて、翌

明命19年（1838）春2月には「黎史続編」を民間で家蔵することを禁じてい

るxi。この「黎史続編」は「本紀続編」あるいは「黎史本紀続編」とも呼ばれ

ている。前年末に始まった資料収集の過程でこの本が民間に流布しているこ

とに気がついたのではあるまいか。この時に出された諭は次のようにこのテ

クストを評価している。中興後に権力は鄭氏に帰し、黎君は徒に「虚器」を

擁するのみとなったため、各巻すべて「尊鄭抑黎」の立場で書かれ、鄭氏の

暴虐を曲筆賛美するに至っている、当時の歴史書編輯担当者はみな「鄭之私

人」であり、公儀直筆の原則で書かれたものではない。さらに重要な情報と

しては、木版は散逸したとしても士民が印本を所蔵している可能性がある、

或いは印本・抄本に関わらず全て接収して廃棄すると述べている点である。

この「黎史続編」は版行されていたことが明らかである。この呼びかけに応

じて明命20年（1839）冬12月には河寧道御史阮有常が『黎史続編書』を献上

している。これは元和～徳元年間（1533～ 1675）を記述した「印本二巻」

であったxii。正和本とも景治本とも異なる版本があったことが知られる。

　チャン・ヴァン・ザップは、この「黎史続編」を西山朝期に『大越史記前

編』の続きとして呉家が編集して出版されたものと推測している［Trần 
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1984:91-93］が、確たる証拠はない。明命帝の批判は、むしろ黎朝期鄭氏政

権下における知識人の修史における阿諛に向けられているように見えるxiii。

　「大越史記本紀続編」の名称を記したテクストは正和本の他に端本として

残るものがある。これについては蓮田隆志が精力的に検討している（蓮田が

NVH本と呼んでいるものである）［蓮田 2003；2014；2017］。これを景治本

と見なす見解もあるが、蓮田は慎重な態度を取っている。この端本がここで

いう「黎史続編」にあたるのではないかと私は考えている。永祚元年

（1619）に鄭森が鄭梉に敬宗を殺害させた事件についての記述の仕方を検討

してみる。正和本では敬宗と鄭椿による鄭森暗殺計画について触れたあとに

「五月十二日遂逼絞帝崩」（巻18:18b）と記し鄭梉らが敬宗に自死を強制した

ことが示されている［Nguyễn 1993:594-595］。端本では君主殺害を正当化す

る鄭森と臣下の会話を示したあとに「帝慙惧謂皇后曰何面目見王父、遂自縊

崩。」（巻20：22ab）とあり敬帝が自らの悪事を反省して自殺したことになっ

ている［Nguyễn 1993:655］。明命年間に礼部や明命帝の述べた批判と適合す

る内容である。この端本の詳細については全く見当がつかない。しかし、少

なくとも、このような歴史叙述が民間に流布していることは明命帝にとって

許しがたいことであったと思われる。これに対して、明命帝は故事を博捜し

て考証を加えて信頼に足る正史を編纂することが先決課題であるとした。

　なお君臣の名分を重んじる『欽定越史通鑑綱目』はこの事件について「夏

五月松弑帝於内殿」（巻31：17a）と記し、家臣たる鄭松による君主弑殺であ

ることを明示している。

　こうして明命期に科挙教育から「南史」は除外されたが、それはその後ど

うなったか。嗣徳3年（1850）には、策問の試験に関して、「国史・世務」

について出題する場合には、典故や史実に依拠し、常套句や粗略な言葉を専

ら用いて発問することないように要請されている。また、受験者は「国史・

世務」に関しては利害得失を詳しく丁寧に説明する必要があり、うすっぺら

なこじつけや隠ぺいで無益な議論をしてはいけないと提案されたxiv。しかし、

実際の試験で「国史・世務」の問題が出されたかは疑問である。嘉隆6年

（1807）から成泰9年（1897）までの文策を集めた『成泰丁酉新刊　國朝歴
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科郷策　四巻』（公善堂編輯、ベトナム国家図書館所蔵）を瞥見したが、そ

れらしき出題・解答は見当たらなかった。また、フランスの軍事侵略が始

まった1858－74年には策問は大問一題ではなく小問十題がだされたが、歴史

の出題は「漢唐宋史」に限られているxv。この間の嗣徳21年（1868）には、

今の「学者」は「時務」について学習したことがないので、「大南会典・一

統志・皇朝律例及越史綱目・全編武経直解」を講義するように提案されてお

りxvi、国史について学んでいなかったことが知られる。ここで「一統志」と

いうのは『大南一統志』のことで、「越史綱目」は『欽定越史通鑑綱目』の

ことを指すと思われるが、いずれもまだ刊行されていない。草稿が利用可能

だったものかxvii。さらに嗣徳33年（1880）に至って中央・地方の学臣に対し

て、「我國歴代史編・国朝会典・六部律例・大南一統・歴朝類誌」を印刷頒

布して講義させ、それが完了した後、文策（策問）において「史編・類誌諸

書一二段」を「經伝・北史」とともに出題するように提案がなされてい

るxviiiので、この時点でも科挙教育に「南史」が不在であったことが窺われ

る。『欽定越史通鑑綱目』の巻首に付された上奏内で、「我越歴代史編年一

書」を改訂する旨が記されているので、ベトナム通史を一般的に「我国歴代

史編」と称したものであろう。『欽定越史通鑑綱目』も『大南一統志』もこ

の時点でもまだ公刊されていない。

　科挙の試験科目に「北史」と並んで「南史」が出題されるようになるの

は、1906年に近代的な科挙改革が行われてからである［Nguyễn 2019；Phan 

2019］。

　なお、このような「南史」の不在を児童向の初学テクスト中の歴史摘要が

補ったことについては既に論じたことがある［嶋尾 2012；2013；2016］。そ

こでも歴史の起点は鴻厖であった。

3.3　正当論の回帰
　明命帝の構想した国史の編纂が始まるのは嗣徳帝の時代に入ってからであ

る。嗣徳2年（1849）秋8月に嗣徳帝は張登桂との会話のなかで黎史の編纂

について述べている。そこでまず強調されたのは正統であった。具体的には
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黎史が莫朝を正統としたのは史法ではないと批判されたxix。ただし、正和本

を見る限り、莫登庸の年号は朱子綱目の書法に従って（「凡例」にも規定）

大書せず「分註」（割註）にしてあるので正統扱いではない［Nguyễn 1993: 

521］。あるいは「附莫登庸」の見出しから始まる記述が独自の統治期に見

え、その冒頭の履歴の記述に「詔を偽って禅譲を称したが、確かに権力を掌

握した（仮詔称禅、而即真也）」とあることを問題にしたのかもしれない。

あるいは莫氏を正統とする異本があったのか、不明である。ここでは嗣徳帝

が正統問題に強い関心を示したことに注目しておきたい。正統問題を強調し

たあとに鄭臣による褒貶の不公正という問題が挙げられている。

　かくして嗣徳8年（1855）末に『欽定越史通鑑綱目』の編纂が開始され

る。『欽定越史通鑑綱目』の巻首に掲載された同年12月15日の諭では「紫陽

綱目書法」（紫陽は朱熹の別称）に従うことが明確に宣言されている。嗣徳

帝は科挙教育における国史の不在が王朝儀典の欠落であり学者の病弊となっ

ていることを力説し、それが旧史の不備によることを指摘したうえで、訛謬

を訂正し褒貶について筆削を加えるためにひとえに「紫陽綱目書法」に従う

と述べている。史臣の上奏も、修史にとって正統を明らかにすることより大

事なことはないという立場を示している。その結果、建福元年（1884）に

は、正統や君臣の分に関する詳細な「凡例」（「欽定越史通鑑綱目凡例」）が

付され、綱と目を明確に分けた編年史が完成した。

　旧史に代わる新しい国史が必要であるという方向を打ち出したのは明命帝

であったが、それを実現する段になって明命帝がおそらく想定していなかっ

た方向にことは展開し始めた。厳格な正統論による歴史の起点の変更であ

る。

3.4　歴史の起点の変更
　建福元年（1884）に完成した『欽定越史通鑑綱目』の出だしは次の通りで

ある。

　　　　雄王建国号文郎都峯州
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　　　　　鴻厖氏首曰涇陽王相伝我越之始君也生

　　　　　貉龍君王乃貉龍君之子也

ゴチックが綱で明朝体が目である。この記述については「凡例」に規定があ

る。それによると、旧史は国統を涇陽王から始めているが、その当時のこと

ははっきりせず確たる根拠はないので、ここに勅諭を奉じて、雄王紀から記

述を始めて「得統之始」を表し、涇陽・貉龍二紀は雄王の下に分註し、その

事跡を略書して「疑以伝疑之義」xxに合致させることを期す。確かに本文は

国統を涇陽ではなく雄王から始めるという規定に従った記述になっている。

しかし、本文の記述では涇陽・貉龍の名は分註されておらず、目においてそ

の事跡が略書されているだけである。このような混乱が生じた背景として、

この国統の起点の変更をめぐって意見の対立が存在したことが考えられる。

　「凡例」が根拠とした勅諭は『欽定越史通鑑綱目』の巻首に掲載されてい

る嗣徳9年（1856）7月12日のものである。「凡例」に規定されたのと同様の

内容を含むだけでなく、さらに涇陽・貉龍に関する記述が「牛鬼蛇神荒誕不

経之説」に渉り史家の「舎怪存常（怪を捨てて常を残す）之義」が存しない

と強く批判している。この勅諭の前に同年6月10日に皇帝に提出された越史

局総裁・副総裁・纂修らの上奏が掲載されているが、そこにはこの問題をめ

ぐる意見の対立が示されている。国統の起点の変更を主張する改訂派は「元

儒金履祥」と「明儒渭上南軒」を引いて議論を展開する。上述のとおり、そ

れぞれ『資治通鑑前編』と『資治通鑑綱目前編』を編纂している。前者は

『尚書』（書経）に依拠して堯から記述を始めている。後者は庖羲まで記述を

遡らせたが、それは庖羲が「萬世文字之祖・帝王治平之源」なので「歴史を

書くものは伏羲に端を発すべきことは疑いない（「作史者當自伏羲造端無疑

也」）」と論じている。また後者は盤古・三皇の時代は徴すべき典籍がないの

で載せないとしている。改訂派は金履祥の『前編』の「後序」、南軒の『綱

目前編』の「資治通鑑綱目前編原始」、同「資治通鑑綱目前編引」の内容を

正しく提示している。とくに「」内は原文のフレーズをそのまま残してい

る。
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　これらを踏まえて、旧史の涇陽・貉龍に関する記述が批判される。「上古

世」のことははっきりしない（「渺恾」）ので、空想で編纂されており信じる

に足りない（「憑空撰出、恐無所取信」）。『柳毅伝』のような小説を援用して

いることも否定される。涇陽・貉龍を「建国立統之首君」とすることはでき

ない。これに対して雄王の時代には国が十五部に分けられるなど制度が作ら

れ始めており、その時代に関しては中国の史書にベトナム方面に言及するも

のも出てくるxxiので、信頼性を確保できるだろう（「徴信」）。『資治通鑑綱目

前編』が伏羲を起点とすることの意義を考え、国統の由来を明らかにすべき

であるxxii。ベトナム史の国統の創始者は雄王とすべきである。涇陽・貉龍の

ことは雄王の下に伝聞として注記すればよい。

　これに対して鄧國琅が反論したことをこの上奏は載せている。高春育『国

朝郷科録』（成泰5年〈1893〉、龍崗蔵版、慶應義塾大学三田メディアセン

ター所蔵）巻1：74bによれば、鄧國琅は清化の出身で明命12年（1831）の挙

人であり、鴻臚寺卿となっている。鄧國琅は次のように主張した。涇陽・貉

龍の時代ははるか昔でありその記述も「荒誕」（でたらめ）なことが多いが、

都と国を長期に維持した実績がある（「建都立國、歴有年所」）のだから、こ

れも「我越之始君」である。だからこそ呉士連は洪徳10年（1479）に『大越

史記全書』を編纂したときに涇陽王を「国統首君」としたのである。その時

の皇帝聖宗は文学を愛好し、野史や民間の古今伝記を収集し参考文献とし

た。その後錚錚たる儒臣が輩出したが、誰もその是非を言わなかった。儒臣

に命じて二度の正史改訂が行われたときも、「博雅君子」は乏しくなかった

はずだが、誰も国統の起点を改めなかった。呉士連の歴史観は空想に基づく

ものではない。もし雄王を起点として涇陽・貉龍を雄王の下に注記するだけ

にしたら、系譜（「世次」）や起源（「源委」）が不備となってしまう。鴻厖氏

紀は涇陽・貉龍を起点とし、理に近いようなことを書くようにするのがよい

だろう（「奉擬鴻厖氏紀似応起自涇陽・貉龍二君、約略近理之事者書之」）。

それを雄王に接続し「国統之所始」を明らかにする。「荒誕」なことは目の

あとに付録としてその説も残しておく。

　この議論の裁定は皇帝に委ねられた。上奏を受けた嗣徳帝は上に見た通り
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改訂派の主張を是認した。これで「凡例」が定まった。しかし、最終的なテ

クストは「凡例」と齟齬がある。これは如何なることか。

　国統の起点については議論が続いたようである。それを示す情報が、阮通

『越史綱鑑考略』（慶應義塾大学斯道文庫蔵版本）に見られる。『国朝郷科録』

巻3:14bによれば、阮通は嘉定省の出身で嗣徳2年（1849）の挙人である。

この本は嗣徳30年（1877）の序を持つが目録のあとに「女阿珊校」とあり、

版本が作られたのは後のことであろう。同書の冒頭に掲載された序と「原

片」によれば、嗣徳29年（1876）5月に礼部を通して国士監に対して『欽定

越史通鑑綱目』の草稿を分担して校閲するように指示が出された。「史草併

史館聲叙四本覆閲冊二本」が渡され、6～ 8月の間に精査して報告するよう

に求められた。阮通もこの校閲者に選ばれ、前編の雄王紀から宋乾徳4年

（966）まで、及び正編の丁先皇から興慶元年（1407）までを校閲し、167条

の意見書を提出した。この意見各条を改訂しかつ周辺国に関する項目を加え

て編纂しなおされたのが『越史綱鑑考略』である。

　その巻1の最初に雄王紀の問題が取り上げられている。この草稿の時点で

雄王紀の綱と目の記述が完成版と同じであったことがまず確認できる。涇

陽・貉龍のことは分註ではなく、目で記述されている。この変更がいつなさ

れたかは不明である。しかし、この目の書き方に不満を持つ人々があった。

范徽と范熙亮である。范徽は河静の出身で嗣徳4年（1851）の制科の合格者

であり、范熙亮は嗣徳15年（1862）の副榜である［Ngô 2006:722, 735-736］。

彼らは、綱が雄王から始まるのであるから、目も涇陽に関する記述として示

すのではなく雄王の系譜を遡る記述にすべきであると主張して、代案を示し

た。この代案を阮通は痛烈に批判し、彼らの記述は曖昧冗長であり自己顕示

欲に基づくあら捜しだとした。結局、この提案は通らず草稿のまま完成に至

る。綱を雄王から始め、目において涇陽について書くというのは改訂派と守

旧派の妥協の産物であったのかもしれない。阮通は「（草稿の）叙述は簡潔

でのりにかなっている（「有法」）。まさに担当した纂修諸員が最も意を用い

たところである」と評しているのは、そのバランス感覚を肯定したものでは

なかろうか。
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　この議論がなされたのと同じころ『御製越史総詠集』という別の公的歴史

が完成し公刊されている（慶應義塾大学三田メディアセンター所蔵）。歴史

的事物について詠唱した詩を時系列的に並べた「編年史」の一種である。嗣

徳27年（1874）に完成している。この歴史書も巻首に「凡例」を付している

が、それには「大越史記は涇陽王・貉龍君を我国拓祖としているが、はるか

昔の曖昧な話で証拠もないので、この作品集の中の詠詩は雄王に関するもの

から始める。二君のことは〈佳詠百男一篇〉において詳細を示す」とある。

通史の起点を雄王とすることは既定のことであった。あとは涇陽王・貉龍君

の記述をどう処理するかが課題であった。

　既に［嶋尾 2004］において論じた通り、20世紀初頭には漢文で書かれた

教育用の通史がいくつか出版されているが、それらの殆どが涇陽王・貉龍君

に関しては懐疑的あるいは否定的な態度を示している。『欽定越史通鑑綱目』

による通史の起点の変更は成功したようである。

3.5　異論
　とはいえすべての歴史書がそれに倣ったわけではない。武文立が成泰8年

（1896）に『南史輯編』という歴史書を編纂している。写本でのみ伝わり版

行はされていない（慶應義塾大学斯道文庫所蔵）。武文立は『国朝郷科録』

巻3:37aによれば南定の出身で嗣徳5年（1852）の挙人である。高春育と杜文

心がこの本に序を寄せているxxiii（この二人については後述）。

　この歴史書は通史部分が大半ではあるが、地誌的な記述、周辺国の概略、

宗教概略を載せている。自序および杜文心の序を見ると、『欽定越史通鑑綱

目』が参照基準になっていることが示されている。この公定史書が掲載しな

い情報を収集することを一つの目的としている。そうしないとそれらの情報

がいずれ散逸してしまうというと危惧を示している。

　この史書の通史部分は、鴻厖氏紀の涇陽・貉龍から阮朝の嘉隆帝までを

扱っている。冒頭には「鴻厖氏紀　涇陽王　名禄続　相伝我越之首君也」と

ある。散文の記述のあとに洪錦の詠詩を置くが、その一節には「（涇陽・貉

龍は）神農氏の後をついで南邦を治める（継神農後治南邦）」とある。涇
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陽・貉龍から通史を始めることについて何の説明も弁明もない。貉龍君につ

いては、水府に移った貉龍君を民衆が呼び出すとき「逋乎」と呼びかけたと

いう『嶺南摭怪列伝』という説話集に出てくる話が取り上げられている

［陳・鄭・陳編 1992a:29］。「逋」は字喃でベトナム語のbố（父）を表す。君

主を「逋」と呼ぶのは「国俗」であるとする。「国俗」の始原を貉龍君の事

跡として強調しているわけである。この点について杜文心の序は、「国音俚

語の刪るべからざるものはこれを存してその実を紀す」と述べている。また

洪錦の詠詩は「越甸の霊」の加護に言及している。これは『越甸幽霊集』と

いう別の説話集を想起させる［陳・鄭・陳編 1992b］。

　『欽定越史通鑑綱目』に異を立てるこの歴史書に序を寄せた二人の人物は、

20世紀初頭には保護国阮朝の重要人物となる。高春育は乂安の出身で嗣徳29

年（1876）の挙人である1898年に国史館副総裁、1902年に同総裁となり『大

南寔録』第五紀・第六紀の責任者となった。1901年からは国士監も管掌し

1907年に近代的教育改革のために学部が設けられるとその尚書となった

［Đỗ 2020］。杜文心は河内の出身で嗣徳33年（1880）の進士である。両者と

も王朝の独占していた情報を士人や民間に公開するための概論書を維新年間

に編纂しているxxiv。高春育は維新2年（1908）に『国朝史撮要（国朝前編撮

要・国朝正編撮要）』、維新3年（1909）に『国朝律例撮要』の編纂責任者と

なっている。このときの肩書は「学部尙書国史館總裁兼国子監管修書局」で

あり、国士館管修書局に動員されたスタッフが編集に携わっている。『国朝

史撮要』は『大南寔録』の縮約版である。杜文心は維新3年（1909）に『大

南典例撮要』、維新4年（1910）に『国朝律學揀要』を編纂している。いず

れも「大法欽命北圻統使大臣」すなわちトンキン理事長官の承認を受けてい

る。杜文心は「協辨大學士充北圻統使府會同清查事」であり、編輯スタッフ

も北圻統使府（トンキン理事長官府）に動員された人たちであった。高春育

はインドシナ総督の教育改革の動きのなかで科挙の近代化を志向し、杜文心

はトンキン理事長官の協力者として阮朝官人統治システムのガイドブックを

作ろうとしていた。杜文心は1911年にはĐỗ Hữu Phươngや黄高啓らとともに

インドシナ高等評議会のメンバー（ただし副会員）に選ばれている［Quốc sử 
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quán triều Nguyễn 2011:553-554］。20世紀初頭に植民地体制に積極的に対応し

てゆく官人エリートのなかに阮朝公的史観とは異なる古いタイプの史書を支

持する人がいたということになる。ただし、20世紀に入って新しい啓蒙活動

に携わるようになっていた時期に、彼らが涇陽・貉龍についてどのように考

えていたかについてはいまのところ私は確たる情報を持たない。

　維新5年（1911）には、西山朝期に『大越史記前編』を編纂した呉家の子

孫である呉甲豆が『中学越史撮要』という新しい科挙カリキュラムに対応し

た歴史教科書を刊行した［嶋尾 2004:178-180］。「北圻学政会同座」の認可を

受けた公定教科書である。この教科書は様々な新しい工夫をこらしているの

だが、神話・伝説への懐疑を示すことはせず、歴史の起点を涇陽王としてい

る。一例だけであるが、『欽定越史通鑑綱目』の通史革命をすべてのベトナ

ム知識人が受入れていたわけではないことが知られる。

おわりに

　本稿の考察内容をまとめておく。

　呉士連の『大越史記全書』は、「史記」や「本紀」（副題）の名を冠するも

のの、むしろ朱熹の『資治通鑑綱目』や劉恕『資治通鑑外紀』の影響のもと

に構成された。劉恕に倣って旧史に先立つ時代が外紀として挿入された。そ

こには神話伝説の類も含まれ通史の起点は涇陽王・貉龍君とされた。通鑑系

の包括的通史が前提となって成立したものである。その後もベトナムの史家

の通鑑への関心は深く、その名を冠する史書が作られた（これも名のみの可

能性はあるが）。景治年間に増補改定された『大越史記全書』は朱子綱目流

の「凡例」を引き継ぎ正統論を展開している。18世紀には通鑑系の包括的通

史の縮約本がベトナムにも伝わっていたようである。西山朝期の『大越史記

前編』にはその影響が窺われる。

　19世紀初にフエの勢力がハノイの勢力を倒して成立した阮朝は黎朝期の国

史叙述をそのまま承認することは出来ず、全面改定に着手したが、それが完

成したのは阮朝がフランスの保護国となった後であった。当初明命帝が問題
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にしたのは黎朝中興後の北部の史官の鄭氏政権の専横への阿諛であった。明

命帝は「信史」の編纂を命じたが、『大南寔録』の関連記事を見る限りそこ

で通鑑や正統に言及してはいない。「信史」の不在ゆえに科挙試験に「北史」

（中国史）だけでなく「南史」（ベトナム史）を出題するようにとの要望は却

下された。それはその後のベトナム知識人の関心事であり続けたが、保護国

化後の1906年の試法改革においてようやく「南史」が科挙試験に主題される

ようになった。

　国史の改定に実際に着手した嗣徳帝は明命帝とは異なり、再び正統論を強

く意識するようになり、「紫陽綱目書法」に倣う『欽定越史通鑑綱目』が編

纂された。独自の厳格な「凡例」が定められたが、そこでまず問題になった

のは通史の起点をどうすべきかという問題であった。改訂派は金履祥『資治

通鑑前編』と南軒『資治通鑑綱目前編』に依拠して通史の起点を涇陽から雄

王に移すことを主張しそれが基本的な方向となった。ただし、それに反対の

人々もあり、妥協・調整の末に綱に雄王を記述し目に涇陽を記述する形態が

承認され印行された。それはその後の通史の基調となったが、依然として涇

陽を起点とする通史も存続した。

注

i 国立公文書館所蔵の明代の版本（林羅山の正保二年（1645）八月十二日付の書き
込み）に付された劉恕の序を見ると、庖犧を起点とする考え方のほかに、『史記』
の紀年に倣い周共和元年を起点とする歴史観も示されている。

ii 「荒誕」「不経」は常に批判の対象であるが、儒教的に合理的な解釈が可能であれ
ば受容できるため、その判断基準は不動ではない。

iii 『続資治通鑑綱目』については［高橋 2016］。
iv ただし、この「凡例」には混乱もある。属明期（永楽帝の支配期）について、こ
の「凡例」では、明が実質的に統治した20年（1408－27）でなく、4年間（1414
－17）とすると規定している。ところが、正和本の丁未（1427年）条の末尾の注
では、「全書」は属明期を14年間（1414－1427）とするが、ここでは「越鑑」（武
瓊『大越通鑑』）に従って4年間とするとある。私は、本来の呉士連の「凡例」で
は、属明期を20年間ではなく14年間とすると規定されていたのではないかと推測
する。それを武瓊が4年間に改めた。景治本あるいは正和本が「凡例」を採録す
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る際に本来ならば、〈20年間を14年間に改めた〉という正文に対して〈ここでは
武瓊に従って4年間とする〉と注記すべきところを省略して〈20年間を4年間と
する〉という条文に変えてしまったのではあるまいか。

v 『大南寔録正編第一紀』巻15:3b 辛酉二十二年秋八月条。
vi 『同』巻48:2a 嘉隆十三年春正月条。
vii 『欽定越史通鑑綱目』の巻首に付された上奏内に「諸家稗乗記載之言」を参照す
るという言い方があるので、「南史記載諸家文集」を一まとまりと考えておく。

viii 不変の真実の歴史。『春秋公羊伝』昭公十二年。
ix 『大南寔録正編第二紀』巻186:4a-5b 明命十八年冬十一月条。
x 『同』巻187:34b-35b 明命十八年冬十二月条
xi 『同』巻189:30a-31b 明命十九年春二月条
xii 『同』巻208:24a 明命二十年冬十二月条。その後、諸地方から「黎史旧編」が提出
された。「自永治以後抄本八巻、自徳元以前印本二巻、永治以後抄本三巻、会典
抄本二巻」である。

xiii 明命帝は明命20年（1839）春3月に張登桂と対話をしたときにも君臣の名分とい
う観点から鄭氏を強く批判し、さらに黎史の筆者について「知食鄭之食、曲爲飾
辞耳」として強く非難している。

xiv 『欽定大南会典事例』巻106:3a
xv 『国朝郷科録』巻3:50b; 巻4:12a.
xvi 『欽定大南会典事例続編』巻28: 41b [中国社会科学院歴史研究所編 2015: 4992]
xvii 1877年に刊行されたチュオン・ヴィン・キーの通史が『欽定越史通鑑綱目』を利
用している［嶋尾 2017:275］ことからも草稿の流通が推測される。3.4で述べる
ように1876年に草稿の外部点検が行われていることにも注意が必要である。

xviii 『欽定大南会典事例』巻28:34b ［中国社会科学院歴史研究所編 2015:4989］
xix 『大南寔録正編第三紀』巻23:5b
xx 「信以伝信」あるいは「著以伝著」と対になる。信頼できる明らかなことは信頼
できる明らかなこととして伝え、疑わしいことは疑わしいこととして伝える。
『春秋穀梁伝』桓公五年・荘公七年。

xxi 「高陽氏之《南至交阯》」「陶堯氏之《宅南交》」「周成王越装氏之《重訳而来》」が
挙げられている。それぞれ、『書経』虞書、『史記』五帝本紀、『尚書大伝』が出
典である。

xxii 伏羲起点を肯定するのであれば、それを根拠に伏羲に後続する神農氏の子孫たる
涇陽・貉龍を肯定する議論もありえそうだが、そのように論じる者はいなかっ
た。『欽定越史通鑑綱目』の編纂において中国の開闢論とベトナム史を接合する
意識は存在しなくなっているようである。

xxiii 実はこの序には「庚辰科進士海安総督家川弢筠文心謹序」とあるだけで杜文心の
姓名は明記されていないが、すぐ後に取り上げる『国朝典例撮要』には「賜庚辰
科三甲同進士協辨大學士充北圻統使府會同清查事家川杜文心」とあり同一人物と
みなしうる。庚辰科三甲進士には杜文愛という人物しか見当たらない。これは育
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徳帝の諱膺愛を避けて改名したものではないかと思われる。
xxiv 以下で検討する資料はいずれもベトナム国家図書館が所蔵しておりデジタル版を
図書館のサイトで見ることができる。
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